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昭
和
五
八
年
三
月
、
藤
原
宮
西
北
隅

（第
三
六
次
）
の
調
査
に
お
い
て
、
平
安

時
代
初
頭
に
掘
削
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
井
戸
の
中
か
ら
、
二
本
の
長
大
な
木

筒
が
出
土
し
た
。
そ
の
一
つ
は
、
弘
仁
元
年

（八
一
〇
）
の
年
紀
を
有
す
る
長
さ

九
八

。
二
伽
、
幅
五

・
七
ｃｍ
、
厚
さ
○

・
五
伽
の
短
冊
形
の
木
簡
で
、
表
裏
に

七
〇
〇
字
以
上
の
文
字
を
有
す
る
と
い
う
こ
の
種
の
も
の
と
し
て
は
比
類
の
な

い
記
事
の
豊
富
さ
が
大
き
な
関
心
を
よ
ん
だ
。

も
う

一
本
は
、
長
さ
八
四

。
Ｏ
ｃｍ
、
現
存
幅
五

。
一
Ｃｍ
、
厚
さ
○

・
六

ｃｍ
で
、

表
面
だ
け
に
一
〇
〇
余
字
が
書
か
れ
、
年
紀
は
六
年
と
だ
け
あ
る
こ
と
か
ら
弘

仁
六
年
の
木
筒
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
木
簡
は
、
い
ず
れ
も
荘
名
は
不
詳
で
あ
る
が
、
荘
園
の
経
営
に
か

か
わ
る
内
容
が
記
さ
れ
て
お
り
、
特
に
弘
仁
元
年
筒
に
は
、
そ
の
年
の
十
月
の

稲
の
収
納
に
は
じ
ま
り
、
翌
弘
仁
二
年
二
月
ま
で
の
支
出
の
詳
細
が
書
き
継
が

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
大
和
国
の
某
荘
の
出
納
簿
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

原
　
　
秀
　
一二
　
郎

こ
れ
に
対
し
、
弘
仁
六
年
簡
は
、
そ
の
年
の
十
二
月
の
京

へ
の
上
米
に
関
す

る
記
載
の
ほ
か
に
、
墨
付
か
ら
み
て
さ
ら
に
何
年
か
に
わ
た
る
記
載
が
あ

っ
た

も
の
と
み
ら
れ
、
弘
仁
元
年
簡
が
単
年
度
で
終
る
の
と
は
や
や
異
な
る
性
格
を

有
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
二
本
の
木
簡
の
記
事
に
関
す
る
検
討
は
、
す
で
に
狩
野
久

・
加
藤
優

両
氏
の
簡
要
を
得
た
報
文
が
あ
り
、
ま
た
先
頃
、
村
井
康
彦
氏
も
検
討
を
試
み

て
い
る
。
私
自
身
に
つ
い
て
い
え
ば
、
か
つ
て
い
わ
ゆ
る
初
期
荘
園
の
研
究
に

手
を
染
め
た
こ
と
か
ら
、
木
簡
出
上
直
後
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
飛
舟
藤

原
官
跡
発
掘
調
査
部
の
招
き
に
よ
っ
て
本
木
筒
の
検
討
会
に
参
加
す
る
幸
運
に

浴
し
た
が
、
そ
の
時
以
来
、
本
木
簡
に
魅
せ
ら
れ
て
き
た
一
人
で
あ
る
。

こ
の
木
簡
の
魅
力
は
、
何
と
い
っ
て
も
、
弘
仁
元
年
筒
の
出
納
記
事
に
あ
る

が
、
し
か
し
、
同
時
に
、
こ
う
し
た
豊
富
な
記
事
を
載
す
木
簡
そ
れ
自
体
に
対

す
る
興
味
も
ま
た
尽
き
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
す
で
に
こ
れ
に
先
だ
つ
昭
和
五
四

年
、　
滋
賀
県
鴨
遺
跡
か
ら
、
貞
観
十
五
年

（
八
七
一う

の
年
紀
と
お
よ
そ
二

一

五
文
字
の
記
載
を
有
す
る
、
長
さ

一
六
六

・
五
伽
、
現
存
幅
六

・
四
伽
、
厚
さ

一
。
三
ｃｍ
の

「
日
本

一
長
大
な
木
簡
」
が
出
上
しく
、
大
形
木
簡

へ
の
関
心
を
刺

イま

じ

め

に



戟
し
て
い
た
の
で
は
あ

っ
た
が
、
藤
原
官
西
北
隅
出
上
の
二
木
簡
は
、
そ
の
記

事
の
豊
富
さ
と
、
形
状
の
長
大
さ
に
お
い
て
、
木
筒
の
形
態
と
機
能
に
関
す
る

問
題
意
識
を
決
定
的
に
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。

一　

倉
札
と
札
家

す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
木
衛
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、

一
簡
で
完
結
し
、
か
つ
形
態
上
の
規
格
性
が
稀
薄
で
、
多
様
性
に
富
む
と
い
う

点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
中
国
で
発
達
し
た
木
衝
の
使
用
が
、

わ
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
頃
に
は
、
す
で
に
中
国
で
は
紙
木
併
用
と
い
う
解
体

期
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
、
紙
の
使
用
を
前
提
に
、
木
簡
が
導
入
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
在
ま
で
の
と
こ

ろ
、
七
世
紀
初
頭
以
前
に
遡
る
木
簡
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
両
者
の
関

係
に
つ
い
て
軽
々
に
論
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
七
世
紀
中
葉
以
降
に
つ

い
て
い
え
ば
、
日
本
木
筒
の
多
様
な
用
途
に
応
じ
た
形
態
的
多
様
性
は
否
定
し

が
た
い
。

こ
う
し
た
、
日
本
木
筒
の
特
質
に
関
連
し
て
、
す
で
に
短
冊
や
呪
符
な
ど
に

つ
い
て
は
専
論
が
あ
り
、
木
簡
学
的
解
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
弘
仁
元
年

筒
の
よ
う
な
大
形
の
長
大
な
木
簡
に
つ
い
て
は
、
特
に
こ
れ
ら
を
対
象
に
木
筒

学
的
検
討
を
加
え
た
論
考
は
ま
だ
な
い
よ
う
に
も
思
う
。

私
が
、
弘
仁
元
年
衛
に
接
し
て
、
素
朴
に
抱
い
た
疑
間
と
い
う
の
は
、
こ
う

し
た
長
大
で
、
内
容
上
も
特
異
な
木
簡
は
、
当
時
何
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ

る
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
と
く
に
調
べ
る
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
打

過
し
て
い
た
の
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
後
ほ
ど
な
く
し
て
、
正
税
帳
を
取
扱

っ
た

修
士
論
文
の
客
査
中
、
は
か
ら
ず
も

『延
暦
交
替
式
』
天
平
勝
宝
七
年
七
月
五

日

「太
政
官
宣
」
に
付
せ
ら
れ
た

「今
案
」
の
一
節
、

又
有
Ｔ
長
官
率
二史
生
一分
頭
収
納
と、
共
署
二倉
化
↓
後
至
二下
尽
↓
所
〆納

有
〆欠
、
史
生
以
下
可
レ預
三其
事
↓

に
接
し
、
こ
こ
に
い
う

「倉
柁
」
が
、
公
と
私
、
正
倉
と
荘
倉
と
い
う
ち
が
い

は
あ
れ
、
弘
仁
元
年
簡
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
当

っ
た
の
で
あ

る
。
倉
化
の
化
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
東
野
治
之
氏
が
フ
ム
ダ
（札
）
を
意
味
す

る
文
字
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、

「
セ
ン
」
と
読
ん
で
木
簡
を
意
味
す
る
と
し

た
の
に
対
し
、
角
林
文
雄
氏
が
、
こ
れ
を
批
判
し
、
札
の
異
体
字
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
た
が
、
そ
の
時
は
自
分
な
り
に
納
得
し

て
そ
れ
以
上
詮
索
す
る
こ
と
も
な
く
放
置
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
先
頃
、
黒
田

慶

一
氏
の
論
文
を

一
見
し
、
兵
庫
県
高
砂
市
の
塩
田
遺
跡
よ
り

「化
家
」
と
書

か
れ
た
土
器
墨
書
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
に
お
よ
ん
で
、
弘
仁
元
年
筒

に
抱
い
た
素
朴
な
疑
間
が
倉
札

・
札
家
の
二
語
を
得
て
よ
う
や
く
解
明
の
手
が

か
り
を
得
た
と
確
信
す
る
に
い
た
り
、
が
ぜ
ん
調
べ
る
意
欲
が
わ
き
、
改
め
て

東
野

・
角
林
両
氏
の
論
文
を
は
じ
め
、
関
連
諸
論
文
を
披
見
す
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
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一
一　
倉
札
と
奉
請
文

東
野
治
之
氏
に
よ
れ
ば
、
倉
札
と
は

『延
暦
交
替
式
』
和
釦
元
年
関
八
月
十

日

「
太
政
官
符
」
に
、

国
郡
司
等
各
税
文
及
倉
案
、
注
二其
人
時
定
倉
〔

と
み
え
る
倉
案
と
同

一
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
し
、
ま
た
、
大
同
二
年
八
月
十
五

日

「東
大
寺
南
第
二
倉
公
文
下
行
帳
」

３
大
日
本
古
文
董
屋

二
十
五
、
付
五
五
頁
）

に
み
え
る

「板
札
」
や

「板
策
」
も

「倉
化
」
と
呼
ん
で
差
支
え
あ
る
ま
い
と

し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
「
明
確
に
倉
化
の
実
物
と
い
え
る
も
の
は
存
し
な
い
」

が
、
正
倉
院
蔵
の
木
筒
中
に
は
類
似
の
性
格
を
も
つ
も
の
が
二
、
三
現
存
す
る

と
し
て
、
出
納
に
関
係
し
た
木
簡
四
点
を
と
り
あ
げ
て
論
じ
た
。

そ
れ
ら
は
正
倉
院
伝
存
の
木
簡
中
の
四
点
で
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
　
天
平
勝
宝
五
年
三
月
二
八
日

「
仁
王
会
注
文
」
翁
大
日
本
古
文
書
』
十
二
、

四
二
九
頁
）

②
　
天
平
勝
宝
九
歳
正
月
二
七
日

「河
内
豊
継
銅
釜
検
納
文
」
３
大
日
本
古

文
書
』
十
三
、
二
〓
一頁
）

③
　
年
不
詳
五
月
二
三
日

「河
内
豊
継
坐
火
炉
奮
検
納
文
」
（『正
倉
院
棚
別
目

録
』
四
二
三
、
『正
倉
院
宝
物
銘
文
集
成
』
一
七
三
頁
）

④
　
天
平
宝
字
元
年
八
月
十
日

「法
華
経
疏
奉
請
案
」
３
大
日
本
古
文
圭
屋

十

三
、
三
二
七
頁
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一

こ
れ
ら
の
木
簡
の
所
在
に
注
目
し
、
最
初
に
論
及
を
加
え
た
の
は

『
平
城
宮

発
掘
調
査
報
告
』
Ｉ
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
こ
れ
ら
の
木
簡
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文

面
の
内
容
に
か
か
わ
る
物
品
に
添
え
ら
れ
た
添
札
と
解
し
た
。
こ
れ
に
対
し
東

野
氏
は
、
こ
れ
ら
の
木
簡
に
は
物
品
の
員
数

・
日
付

・
官
人
名
が
み
え
、
か
つ

②

・
③
に
は

「検
納
如
件
」
と
み
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
も
物
品
を
授
受
し
た

際
の
記
録
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
①
は
治
部
省
管
理
下
の
仁
王
会
所
、
②

・
⑤

は
造
東
大
寺
司
、
ω
は
造
東
大
寺
司
写
経
所
に
関
係
す
る
も
の
と
し
た
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
が
物
品
の
出
納
に
あ
た
っ
て
の
勘
検
の
資
料
と
な
る
ば
か

り
で
は
な
く
、
④
に
類
似
の
記
載
が
天
平
勝
宝
七
歳
五
月
三
日

「
写
経
所
華
厳

経
請
外
嶋
院
帳
」
３
大
日
本
古
文
垂
屋

十
三
、
一
一一一五
頁
以
下
）
や
、
同
八
歳
七
月

「経
疏
快
委
等
奉
請
帳
」
３
大
日
本
古
文
董
屋

十
三
、
一
九
二
頁
以
下
）
に
み
え
る

と
す
る

『平
城
官
発
掘
調
査
報
告
』
Ｉ
の
指
摘
を
う
け
て
、
こ
れ
ら
の
帳
簿
作

成
の
資
料
と
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
、
さ
ら
に
写
経
所
の
帳
簿
に
限
ら

ず
、

『交
替
式
』
に
い
う
倉
札
な
ど
も
正
税
帳
作
成
の
資
料
と
な
っ
た
で
あ
ろ

う
と
し
た
。

そ
の
上
で
ま
た
東
野
氏
は
、
正
倉
院
に
残
る
一
群
の
帳
簿
類
は
こ
の
推
測
を

裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
文
書
中
に
み
え
る

「雑
物
収
納
札
」
や

「
銭

用
札
」
を
集
積

・
整
理
し
て

「
雑
物
納
帳
」
や

「銭
用
帳
」
が
作
成
さ
れ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
、
つ
い
で

『
平
城
官
木
筒
　
一
（解
説
ご

が
木
筒
で
あ
る
こ

と
の
可
能
性
を
示
唆
し
た

「板
写
公
文
」
の
名
が
み
え
る
、
天
平
宝
字
六
年
十

二
月
五
日

「
石
山
廃
解
」
３
大
日
本
古
文
垂
屋

五
、
二
八
八
頁
）
は
、
木
衝
を
使

っ



た
事
務
処
理
過
程
の
判
明
す
る
稀
な
事
例
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
木
簡

に
よ
る
事
務
処
理
法
の
普
及
が
推
定
で
き
る
と
し
た
。

以
上
に
摘
記
し
た
、
正
倉
院
伝
存
木
簡
中
の
四
点
の
機
能
に
関
す
る
東
野
氏

の
推
測
は
お
お
む
ね
妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、

特
に
次
に
掲
げ
る
①

「法
華
経
疏
奉
請
案
」
に
つ
い
て
さ
ら
に
論
を
す
す
め
、

そ
の
用
途
や
機
能
を
論
じ
て
、
経
典
の
貸
し
出
し
の
際
の
記
録

・
手
控
え
と
解

す
る
点
に
つ
い
て
は
疑
義
な
き
を
得
な
い
。

・
法
花
経
疏

一
部
十
二
巻
吉
蔵
師
者

右
、
依
二飯
高
命
婦
宝
字
元
年
間
八
月
十
日
宣
〔
奉
二請
内
裏
↓

・
使
召
継
舎
人
条
女
家
万
呂

判
官
川
内
画
師
　
　
主
典
阿
刀
連
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｇ
畏
トス
ω
冨
）

「
法
華
経
疏
奉
請
案
」
の
全
文
は
右
の
通
り
で
あ
る
が
、　
さ
き
に
も
の
べ
た

よ
う
に
、
『
平
城
官
発
掘
調
査
報
告
』
Ⅱ
は
、　
こ
れ
を
経
典
の
借
用
に
か
か
る

も
の
と
解
し
、
借
用
し
た
経
巻
に
添
え
ら
れ
た
も
の
と
推
測
し
た
。

こ
れ
に
対
し
東
野
氏
は

「
正
倉
院
伝
世
木
簡
の
筆
者
」
の
中
で
、
本
木
簡
が

造
東
大
寺
司
写
経
所
の
官
人
、
他
田
水
主
の
筆
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
書

風
か
ら
同
定
し
た
の
ち
、
つ
い
で
こ
の
木
筒
は

「貸
出
し
た
経
央
の
巻
数

・
奉

請
依
頼
者

・
依
頼
の
日
付

・
奉
請
先

・
使
者

・
裁
許
し
た
官
人
名
な
ど
が
わ
か

る
よ
う
に
」
記
録
し
た
も
の
で
、
貸
出
し
に
あ
た
っ
て
は
別
に
紙
に
書
か
れ
た

「奉
請
状

（送
り
状
ご

が
あ

っ
た
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
天
平
勝
宝
三
年
五
月

二
五
日

「造
寺
司
請
経
文
」
３
大
日
本
古
文
圭
屋

三
、
五
五
六
頁
）
を
そ
の
一
例
と

し
て
あ
げ
て
い
る
。

造
東
寺
司

雑
阿
含
経

一
部
五
十
巻
黄
紙
及
表
緑
緒
朱
軸
紙
快

納
漆
塗
箱

一
合
　
　
　
畠
巾

一
條
並
岡
寺

右
、
依
二
大
徳
宣
一、
奉
請
如
レ前
、

天
平
勝
宝
三
年
五
月
十
二
日

企
日
署
、
下
同
ジ
）

次
官
正
五
位
上
兼
行
大
倭
介
佐
伯
宿
祢

「今
毛
人
」

「勘
納
大
疏
山
口
佐
美
麻
呂
」

「舎
人
弓
削
塩
床
呂
」

£
灘
鉢
縄
醤
前
員
ヽ

初
附
丞
［人
依
羅
必
登
∴

以
牒
、

同
年
七
月
汁
日
少
疏
高
丘
連
比
良
床
呂
」

し
か
し
、
こ
の
文
書
は
、
東
野
氏
が
解
釈
し
た
よ
う
に
紫
微
中
台
の
要
請
に

よ
っ
て
造
東
大
寺
司
が
経
典
を
貸
出
し
た
時
の
送
り
状
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は

全
く
反
対
に
、
宛
先
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、
造
東
大
寺
司
が
紫
微
中
台
宛
に

雑
阿
含
経

一
部
五
十
巻
の
借
用
を
申
し
入
れ
た
文
書
で
あ

っ
て
、
こ
の
文
書
を

受
け
取

っ
た
紫
微
中
台
で
は
、
こ
の
文
書
を
留
め
置
い
て
経
巻
を
貸
出
し
、
そ
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れ
が
返
却
さ
れ
た
時
に
大
疏
お
よ
び
舎
人
に
よ
っ
て
勘
納
の
自
署
が
加
え
ら
れ
、

さ
ら
に
少
疏
高
丘
連
比
良
床
呂
の
返
牒
の
文
言
が
書
き
加
え
ら
れ
て
、
お
そ
ら

く
経
巻
の
返
納
に
あ
た
っ
た
造
東
大
寺
司
の
舎
人
依
羅
必
登
に
付
さ
れ
て
、
こ

の
文
書
が
造
東
大
寺
司
に
返
却
さ
れ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

東
野
氏
の
誤
解
の
根
源
は

「奉
請
」
の
意
味
を
と
り
ち
が
え
た
こ
と
に
あ
る

と
思
わ
れ
る
が
、

「奉
請
」
と
は
文
書
の
発
給
者
が
相
手
方
に
対
し
て
請
求
し

て
い
る
文
言
で
あ

っ
て
、
相
手
方
の
請
求
に
こ
た
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ

の
こ
と
は
、
前
引
の
天
平
勝
宝
八
歳
七
月

「
経
疏
峡
畿
等
奉
請
帳
」
を
み
て
も
、

ま
た
次
に
掲
げ
る
天
平
勝
宝
四
年
四
月
六
日

・
八
日

「
写
経
所
請
経
文
」
を
見

て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

奉
請

ゝ
畿
″
嶋
堂
奉
証
簿
ぽ
な
経

一
部
六
百
巻
鰈
細
級
募
嚇
馬

璃
軸
自
第
二
快
子
至
六
十
快
紫
檀
軸

右
、
以
天
平
勝
宝
四
年
四
月
六
日
奉
請
宣
内
侍
勝
玉
虫

誼
軽
頑
大
般
若
経
以
七
歳
十
月
七
日
奉
麻
肝
花
寺
長
官
宣
使
他
田
水
主
大
伴
表
万
呂
」

魯

０

宮
奉
請
花
厳
経

一
衰

十
巻
舶
巖

鰈

納
厨
子
二
間

一
醐
囃
絶
玉
錫
　
覆

一
条
錦
　
白
木
机

一
前

香
五
墓
毛
議
祥郷
報
ぉ
柁
坤
舛
襟
眸
新
た
輌
小
　
一簸
封
岨
輌
小
　
一袋
十
四
両
小

右
、
以
同
月
七ノ
日
奉
請
宣
板
野
条
女
国
造
粟
直
若
子

以
前
、
為
供
養
大
会
日
、
奉
請
如
前
、

使
他
田
水
主

下
道
主

村
山
首
万
呂

（追
筆
）

「以
同
年
八
月
一
日
、
奉
返
中
宮
　
御
在
所
、
使
他
田
水
主
　
上
馬
甘
　
大
原
魚
次

検
知

佐
伯
諸
上
　
専
収
納
板
野
命
婦
成
尼
者
　
　
為
三
日
説
」

三
嶋
呉
原
生
人

鴨

で
は
、

「法
華
経
疏
奉
請
案
」
木
簡
が
、
東
野
氏
の
い
う
よ
う
な
貸
出
し
に

か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
と
、
そ
れ
は
ど
ん
な
目
的

・
機
能
を
有
す
る

も
の
で
あ

っ
た
か
。　
こ
こ
で
再
び
、

『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
』

Ⅱ
が
い
う

「借
り
う
け
た
経
の
控
え
」
と
い
う
見
方
が
顧
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
は
、
こ
の
て
の
木
簡
に
限

っ
て
は
、
経
巻
の
添
え
札
と
ま
で
は
断
言
で
き
な

い
に
し
て
も
、
混
乱
を
さ
け
る
た
め
に
借
用
経
に
添
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が

な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
思
う
。

経
巻
借
用
に
か
か
わ
る
文
書
と
し
て
右
に
例
示
し
た
天
平
勝
宝
四
年
四
月
の

「
写
経
所
請
経
文
」
は
、　
大
仏
開
眼
供
養
会
の
た
め
、

中
官
官
子
と
そ
の
妹
光

明
皇
后
の
所
持
経
の
借
用
に
か
か
わ
る
文
書
で
、
し
か
も
借
り
出
し
の
た
め
に



相
手
側
に
発
給
し
た
文
書
で
は
な
く
、
写
経
所
の
内
部
に
留
め
置
か
れ
た
記
録

文
書
で
あ

っ
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
と
す
る
と
、
こ
の

文
書
は

「法
華
経
疏
奉
請
案
」
木
簡
と
の
比
較
に
お
い
て
甚
だ
興
味
深
い
も
の

が
あ
る
。

「
写
経
所
請
経
文
」

は
紙
、　
そ
れ
も
未
使
用
の
も
の
に
書
か
れ
て
い
た
が
、

同
じ
経
巻
の
借
用
控
え
で
あ
り
な
が
ら
、　
一
方
は
紙
、
他
方
は
木
簡
と
い
う
区

別
が
生
じ
た
の
は
何
故
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
借
用
経
の
品
質
や
持
主
の
相
違
に

由
来
す
る
取
扱
い
の
ち
が
い
に
帰
着
す
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
片
や
大
仏
開

眼
供
養
会
の
た
め
に
使
わ
れ
る
荘
厳
を
こ
ら
し
た
中
宮
宮
子
と
皇
后
光
明
子
の

所
持
経
で
あ
り
、
他
方
は
内
一暴
内
に
あ
る
と
は
い
え
並
の
経
巻
に
す
ぎ
な
い
。

こ
こ
に
紙
と
木
札
に
別
れ
る
分
岐
点
が
あ

っ
た
と
思
う
。

さ
ら
に
加
え
て
興
味
深
い
の
は
、

「
写
経
所
請
経
文
」
も
ま
た

「法
幸
経
疏

奉
請
案
」
木
簡
と
同
様
、
他
田
水
主
の
筆
に
な
る
文
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
るｔ
。
こ
の
点
は
、
今
回
東
野
論
文
を
読
ん
で
改
め
て
注
意
を
喚
起
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
、
同

一
目
的
に
対
す
る
、
同

一
人
に
よ
る
、
紙
と

木
簡
と
の
使
い
分
け
の
実
例
を
こ
こ
に
得
た
わ
け
で
あ

っ
て
、
木
簡
の
機
能
論

に
一
つ
の
好
素
材
を
提
供
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

四
　
伊
保
田
司
と
札
家

正
倉
院
伝
存
木
簡
の
四
点
を
中
心
に
、
い
わ
ゆ
る
倉
札
の
周
辺
を
み
た
わ
け

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
東
野
治
之
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
倉
札
の
実
物
と
い

え
る
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
倉
札

・
倉
案
は
、
文
献
的
に
は

国
郡
の
正
倉
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

っ
た
が
、
正
倉
の
出
納
実
務
の
記
録
に
は

右
に
み
た

一
尺
て
い
ど
の
短
冊
形
木
簡
で
は
そ
の
用
を
み
た
し
た
と
は
思
え
な

い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
、
弘
仁
元
年
簡
は
私
領
で
あ
る
荘
園
の
出
納
簿
で
あ
る

と
は
い
え
、
そ
の
様
態
と
記
載
様
式
に
正
倉
の
出
納
簿
と
共
通
す
る
も
の
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
直
感
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を

一
つ
の
確
信
に

ま
で
高
め
た
も
の
は
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
兵
庫
県
塩
田
遺
跡
出
上
の
土

器
墨
書

「札
家
」
の
存
在
で
あ

っ
た
。

塩
田
遺
跡
は
、
兵
庫
県
高
砂
市
曽
根
町
鍋
田
に
あ
り
、
山
陽
本
線
曽
根
駅
の

南
方
約
五
Ｏ
Ｏ
ｍ
、
天
川
の
東
約
三
Ｏ
Ｏ
ｍ
の
旧
砂
堆
と
後
背
湿
地
の
接
点
に

立
地
し
て
い
る
。
昭
和
五
二
年
、
五
三
年
の
遺
跡
範
囲
確
認
調
査
に
お
い
て
問

題
の
上
器
墨
書
が
出
上
し
た
。
ト
レ
ン
チ
お
よ
び
試
掘
疲
に
よ
る
調
査
の
た
め
、

遺
構
の
構
造
に
は
不
明
の
点
が
多
い
が
、
縄
文
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
い
た
る

復
合
遺
跡
で
、
附
近
に
は
三
角
縁
神
獣
鏡
を
出
上
し
た
天
神
山
古
墳
を
は
じ
め

と
す
る
数
基
の
前
期
古
墳
と
後
期
の
古
墳
群
が
点
在
し
、

『播
磨
風
上
記
』
印

南
郡
大
国
里
条
に
み
え
る
伊
録
山
は
遺
跡
の
東
方
約
二
血
に
あ
り
、
ま
た
山
陽

道
佐
突
駅
家
比
定
地
の
一
つ
で
あ
る
北
宿
遺
跡
は
、
北
西
約

一
・
五
ｋｍ
の
地
点

に
あ
る
。

札
家
と
書
か
れ
た
土
器
墨
書
は
、
「□
西
」

「
大
使
」
の
上
器
墨
書
の
ほ
か
、

円
面
硯
底
部
外
面
の
ヘ
ラ
書
き
刻
書

「
伊
保
田
司
」
と

一
緒
に
同
じ
試
掘
羨
か
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1.塩 田 遺 跡

2.天 神 山 古 墳

3.北 宿 遺 跡

ら
出
上
し
、　
ま
た
隣
接
す
る
ト
レ
ン
チ
か
ら

「
三
宅
」
「〔酔
支
の
上
器
墨
書
が

検
出
さ
れ
た
。

黒
田
氏
に
よ
る
と
、
札
家

。
大
使
と
書
か
れ
た
土
器
の
年
代
は
概
ね
八
世
紀

前
半
、
円
面
硯
は
八
世
紀
代
の
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
三
宅
と
書
か
れ
た
土
器
の

年
代
に
つ
い
て
は
特
に
言
及
は
な
い
が
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
に
か
け

て
の
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
の
他
、
緑
釉
陶
器
や
軒
丸
瓦
な
ど
も
出
土
し

て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
明
ら
か
に
六
、
七
世
紀
に
遡
る
と
い
う
遺
物
は

出
土
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

塩
田
遺
跡
の
性
格
に
つ
い
て
黒
田
氏
は
、
当
地
が

『播
磨
風
上
記
』
に
い
う

印
南
郡
大
国
里
に
属
し
、
い
わ
ゆ
る
大
化
前
代
の
ミ
ヤ
ケ
の
系
譜
を
引
く
遺
跡

Ｉ

「
札
家
」

３

「
三
宅
」

２

「
□
西
」

〔
分

ヵ
〕

４

「
□
」

図 1 塩田遺跡附近地形図

塩田遺跡土器墨書およびベラ書き刻書



で
、

「伊
保
田
司
」
の
田
司
は
ミ
ヤ
ケ
の
管
理
機
関
、

「
大
使
」
は
田
使
の
大

（
力
ヽヽヽ
）
で

「
正
田
司
」
を
意
味
し
、
田
司
に
派
遺
さ
れ
た
官
吏
で
あ
る
と
し
、

「
札
家
」
に
つ
い
て
は
、
札
は
木
簡
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
「
官
司
で
は
文
書

。

帳
簿
を
作
成
す
る
補
助
手
段
と
し
て
木
筒
が
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
上
器

か
ら
、
八
世
紀
前
半
に
官
司
が
こ
の
地
に
存
在
し
た
事
は
裏
付
け
ら
れ
る
」
と

し
て
い
る
。

黒
田
氏
は
直
接
言
及
し
て
い
な
い
が
、

「
伊
保
田
司
」
の
伊
銀
は
大
国
里
内

の
伊
録
山
に
通
ず
る
名
称
と
思
わ
れ
、
ま
た
、
田
司
は
仁
徳
即
位
前
紀
の
倭
の

屯
田

・
屯
倉
を
屯
田
司
出
雲
臣
が
掌

っ
た
と
あ
る
記
事
や
、
壬
申
紀
六
月
甲
申

条
に
屯
田
司
舎
人
土
師
連
馬
手
と
み
え
る
屯
田
司
と

一
連
の
用
語
で
あ
る
。
屯

田
は
令
制
下
で
は
官
田
と
し
て
畿
内
に
の
み
限
定
さ
れ

（田
令
置
官
田
条
）、　
大

宝
令
で
は
屯
田
・
屯
司
と
称
し

（田
令
集
解
置
官
田
条
。
役
丁
条
古
記
）、　
養
老
令

に
い
た
っ
て
官
田

。
日
司
と
改
称
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

「
大
使
」
は
、　
黒
田
氏
が

「
正
田
司
」
と
解
し
た
の
は
疑
間
で
、
大
は
万
葉

仮
名
で
は

「
た
」
で
あ
る
こ
と
か
ら

（『
日
本
国
語
大
辞
典
し
、　
大
使
と
は

「
た

つ
か
ひ
」
す
な
わ
ち
令
制
前
の
ミ
ヤ
ケ
の
田
令

・
田
領
、
令
制
下
で
は
荘
園
の

田
使
な
ど
に
通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ミ
ヤ
ケ
の
田
領
に
つ
い
て
は
、
続
紀
大

宝
元
年
四
月
戊
午
条
に

「罷
二
田
領
一委
二国
司
巡
検
こ

と
み
る
こ
と
か
ら
、
律

令
制

へ
の
移
行
に
よ
っ
て
名
実
と
も
に
廃
止
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た

が
、
先
年
発
見
さ
れ
た
神
奈
川
県
官
久
録
遺
跡
出
上
の
天
平
五
年
九
月
の
年
紀

を
有
す
る
木
簡
に
、
「
田
令
軽
部
床
呂
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
、
田
令

（領
）
の

名
称
は
律
令
制
下
に
も
な
お
存
続
し
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
大
宝
元
年

（七
０
５

に
直
接
中
央
か
ら
地
方
の
ミ
ヤ
ケ
に

派
遣
さ
れ
る
田
領
は
廃
止
さ
れ
、
当
国
の
国
司
が
こ
れ
に
代

っ
て
巡
検
を
加
え

る
こ
と
に
な
っ
た
後
も
、
田
令

（領
）
の
名
称
は
存
続
し
、
お
そ
ら
く
郡
散
事
ク

ラ
ス
の
人
物
が
こ
れ
に
任
命
さ
れ

（あ
る
い
は
郡
家
所
属
の
郡
雑
任
ク
ラ
ス
の
可
能

性
も
あ
る
）
、
国
司
の
権
限
の
代
行
者
と
し
て
令
制
下
に
も
な
お
実
質
的
に
存
続

し
た
地
方
の
ミ
ヤ
ケ
（畿
内
の
官
田
に
対
し
、
こ
れ
ら
外
国
の
ミ
ヤ
ケ
が
ど
う
い
う
形

態
や
構
造
を
も
っ
て
い
た
か
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
）
の
稲

の
収
納
に
あ
た
っ
た
と

推
測
で
き
る
。
宮
久
保
木
簡
は
、

こ
う
し
た
ミ
ヤ
ケ
の
稲
の
収
納
に
相
模
国

（あ
る
い
は
鎌
倉
郡
）
の
田
令

（領
）
と
郡
稲
長
が
か
か
わ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

こ
れ
に
姑
し
田
司
は
、
ミ
ヤ
ケ
の
経
営
に
あ
た
る
者
の
職
名
で
あ

っ
た
と
思

わ
れ
る
。
黒
田
氏
は
田
司
を
管
理
機
関
と
解
し
た
が
、
こ
れ
は

「大
使
」
を
そ

の
職
名
と
み
て
対
応
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
失
考
で
あ
ろ
う
。
田
司
を
職

名
と
解
し
て
こ
そ
、

「
伊
保
田
司
」
の
名
が
円
面
硯
に
刻
書
さ
れ
て
い
る
こ
と

の
意
味
も
明
ら
か
と
な
る
。
な
お
、
伊
保
田
司
の
書
風
に
は
藤
原
官
時
代
の
そ

れ
に
通
ず
る
も
の
が
あ
り
、
八
世
紀
も
早
い
時
期
の
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
が
、

い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か

（図
２
１
６
参
照
）。

つ
い
で
、

「
三
宅
」
と
書
か
れ
た
土
器
墨
書
は
、
右
に
の
べ
た
伊
保
田
司
が

経
営
し
、
播
磨
国

（あ
る
い
は
印
南
郡
）
の
田
領
が
収
納
に
当

っ
た
ミ
ヤ
ケ
に
他

な
ら
ず
、
ま
た
、
伊
保
田
司
の
ヘ
ラ
書
き
刻
書
の
あ
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
こ
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の
ミ
ヤ
ケ
は

「
伊
保
三
宅
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
塩
田
遺
跡
の
上
器
墨
書
か
ら

「伊
保
三
宅
」

の
存
在
が

明
ら
か
と
な
り
、
ま
た
そ
れ
が
令
制
前
の
ミ
ヤ
ケ

の
系
譜
を
引
く
も
の
で
あ

る
と
す
る
と
、
『播
磨
風
上
記
』
印
南
郡
益
気
里
条

に

「所
「
以
号
レ
宅
者
、

大
帯
日
子
命
、
造
二御
宅
於
此
村
｛
故
口
二宅
村
こ

と
あ
る
記
事
が
改
め
て
注

目
さ
れ
る
。
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
頭
注
は
、
益
気
の
里
は
、
加
古
川
の
北

岸
、
加
古
川
市
東
神
吉
の
升
田
が
遺
称
地
と
し
、

『和
名
抄
』
郷
名
に

「益
田

（末
須
田
ご

と
あ
る
の
が
こ
れ
に
当
る
と
し
て
い
る
。　
ま
た
、
ミ
ヤ
ケ
を
ヤ
ケ

と
い
う
例
は
な
い
か
ら
、

『風
上
記
』
の
記
事
は
地
名
説
明
の
た
め
の
説
話
上

の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
と
も
し
て
い
る
。

し
か
し
、
益
田
の
郷
名
は
高
山
寺
本
に
の
み
み
え
る
も
の
で
、
東
急
本
に
は

な
く
、
ま
た
東
急
本
に
は
益
気
郷
の
名
は
あ
る
が
、
高
山
寺
本
に
は
な
い
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
益
田
郷
が
は
た
し
て
益
気
郷
の
後
身
な
の
か
、
両
者
は
別
個
の

郷
名
な
い
し
は
誤
記
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
な
ど
疑
間
は
尽
き
な
い
。

伊
保
山
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
大
国
里
内
に
あ
る
が
、
大
国
の
名

は

「
百
姓
之
家
、
多
居
〆之
、　
故
日
二大
国
と

と
あ
る
か
ら
、
五
十
戸

一
里
制

の
も
と
で
は
そ
の
範
囲
は
狭
小
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
西
方
に
益
気
里
が

近
接
し
て
い
た
と
し
て
も
矛
盾
は
な
い
。
し
か
も
、
大
国
里
の
肥
沃
度
が
中
の

中
で
あ
る
の
に
対
し
、
益
気
里
の
そ
れ
は
中
の
上
と
あ

っ
て
、
ミ
ヤ
ケ
が
設
置

さ
れ
る
条
件
と
し
て
は
な
し
ろ
適
地
で
あ

っ
た
点
も
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

益
気
里
内
に
あ

っ
た
と
い
う
斗
形
山
や
石
橋
の
比
定
な
ど
、
な
お
問
題
点
は
残

る
が
、

「
伊
保
三
宅
」
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
が
も
た
ら
す
問
題
提

起
と
し
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

「
伊
保
三
宅
」
の
解
明
に
や
や
て
ま
ど
っ
た
が
、　
そ
こ
に
お
け
る

「
札
家
」

と
は
何
か
。

黒
田
氏

は
、　
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、　
札
が
木
簡
を
意
味
す
る

と
し
た
上
で
、
こ
の
墨
書
土
器
の
存
在
か
ら
八
世
紀
前
半
に
こ
の
地
に
官
司
の

存
在
し
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
と
し
た
が
、
問
題
は
そ
れ
に
は
と
ど
ま
ら
な

い
。札

家
と
は
、
文
字
通
り
札
す
な
わ
ち
木
筒
の
家
で
あ

っ
て
、
伊
保
三
宅
の
田

令
が
そ
こ
で
三
宅
の
経
営
や
稲
の
出
納
に
か
か
わ
る
事
務
を
と
り
、
そ
れ
を
木

簡
に
記
録
し
た
事
務
所
と
し
て
の
家
で
あ

っ
て
、
そ
の
家
を
象
徴
す
る
も
の
が

木
簡
す
な
わ
ち
札
で
あ

っ
た
が
故
に
札
家
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

札
家
を
象
徴
す
る
木
簡
は
、
お
そ
ら
く
弘
仁
元
年
筒
の
ご
と
く
長
大
で
、
三
宅

の
稲
の
出
納
を
日
記
風
に
書
き
継
い
で
ゆ
く
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
に
相
違
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
札
家
で
使
わ
れ
た
木
簡
が
長
大
な
も
の
の
み
に
限
ら
れ
た
は

ず
も
な
い
が
、
札
家
と
い
う
文
字
か
ら
受
け
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
長
大
な
木
筒
が

案
上
に
置
か
れ
て
い
る
風
景
で
あ

っ
て
、
小
札
や
短
冊
が
山
と
積
ま
れ
た
そ
れ

で
は
な
い
。

同
様
に
、
倉
札
や
倉
案
の
多
く
も
や
は
り
長
大
な
木
簡
と
み
て
よ
く
、
す
で

に
の
べ
た
よ
う
に
、
公
私
の
倉
と
い
う
区
別
は
あ
れ
、
国
郡
の
正
倉
の
場
合
に

も
、
弘
仁
元
年
簡
様
の
木
簡
が
広
く
使
用
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

『類

乗
三
代
格
』
弘
仁
十
三
年
九
月
二
十
日
官
符
の
終
丁
列
挙
部
分
に
、



造
二函
丼
札
一丁
軟
叩隊以
一
螂五息

と
み
え
る
造
札
の
丁
は
、
そ
う
し
た
木
簡
の
需
要
を
ま
か
な
う
た
め
の
二
人
で

あ
り
、
弘
仁
年
間
に
い
た
っ
て
も
な
お
、
国
府
に
と
っ
て
省
略
で
き
な
い
必
需

の
人
で
あ
り
ま
た
物
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

札
家
と
い
う
言
葉
が
提
起
す
る
も
う

一
つ
の
問
題
に
、
筆
記
素
材
と
し
て
の

紙
と
木
簡
と
い
う
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
、
何
故
に
札
家
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ

と
が
あ
る
。

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
倉
札
が
ま
た
倉
案
で
あ
り
、
木
筒
は
控

え
な
い
し
上
代
と
し
て
の
第

一
次
記
録
に
用
い
ら
れ
、
そ
れ
ら
を
整
理
し
、
紙

に
浄
書
し
て
正
式
の
上
申
文
書
が
作
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
木
簡
と

紙
の
事
務
行
程
に
お
け
る
使
い
わ
け
が
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
札

家
と
い
う
用
法
の
存
在
は
、
ミ
ヤ
ケ
や
荘
園
の
現
場
に
お
い
て
は
、
文
書
を
端

的
に
表
現
す
る
象
徴
が
紙
で
は
な
く
木
簡
と
し
て
の
札
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ

で
の
両
者
の
関
係
は
、
紙
が
主
で
木
簡
が
こ
れ
を
補
う
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、

木
簡
が
主
役
で
紙
が
こ
れ
を
補
う
脇
役
と
い
う
関
係
に
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。

か
つ
て
、
岸
俊
男
氏
は
、
戸
籍
が

ヘ
フ
ケ
・
ヘ
フ
ム
タ
、
す
な
わ
ち
へ
の
フ

ダ
と
呼
ば
れ
、
ま
た
屯
倉
の
田
部
の
籍
も
ナ
フ
ム
タ
、
ナ
ノ
札
と
古
訓
に
あ
る

こ
と

（欽
明
紀
三
十
年
正
月
条
）
に
着
目
し
、
こ
れ
ら
の
籍
に
は
木
簡
が
使
わ
れ

て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
た
が
、
ミ
ヤ
ケ
と
い
う
生
産
現
場
で
の
管
理
事
務
が
、

労
働
力
と
し
て
の
人
に
つ
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
生
産
物
に
つ
い
て
も
、

木
簡
が
主
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
塩
田
遺
跡
出
上
の
上
器
墨
書

「
札
家
」

は
雄
弁
に
物
語

っ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

五
　
長
大
木
簡

の
系
譜
と
行
方

―
む
す
び
に
か
え
て
―

藤
原
官
西
北
隅
出
土
の
長
大
な
弘
仁
元
年
簡
が
、
当
時
何
と
呼
ば
れ
た
か
、

と
い
う
素
朴
な
疑
間
に
出
発
し
た
小
考
は
、
倉
札

・
札
家
と
い
ヶ
文
字
に
相
遇

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
種
の
木
簡
が
倉
札
あ
る
い
は
倉
案
と
呼
ば
れ
、
ま

た
、
そ
れ
ら
が
ミ
ヤ
ケ
や
荘
園
の
管
理
や
経
営
に
お
い
て
実
際
に
使
わ
れ
、
記

録
と
し
て
保
管
さ
れ
る
場
所
と
し
て
の
家
屋
が
札
家
と
呼
ば
れ
た
可
能
性
の
あ

る
こ
と
を
推
定
し
、
あ
わ
せ
て
筆
記
素
材
と
し
て
の
紙
木
の
選
択
に
か
か
わ
っ

て
、
木
簡
の
機
能
に
つ
い
て
も
論
究
を
試
み
た
。
こ
れ
ら
小
考
の
当
否
は
、
な

お
今
後
の
木
簡
や
土
器
墨
書
な
ど
文
字
資
料
の
出
土
に
か
か
わ
っ
て
い
る
点
が

少
な
く
な
い
が
、　
一
つ
の
問
題
提
起
と
は
な
り
得
た
も
の
と
思
う
。

で
は
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
長
大
な
木
衝

一
般
が
倉
札
あ
る
い
は
倉
案
と
呼
ば

れ
た
か
と
な
る
と
、
も
ち
ろ
ん
答
え
は
否
で
あ

っ
て
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
は
、

捨
の
使
用
目
的
や
、
形
態
な
ど
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
呼
ば
れ
た
こ
と
で
あ
る

う
。　
そ
の
一
例
と
し
て
、　
す
で
に
東
野
治
之
氏
が
と
り
あ
げ
て
い
る

「
四
尺

札
」
が
あ
る
。

『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
、
第
十
に
、

和
泉
の
国
和
泉
の
郡
下
痛
脚
の
村
に
、　
一
の
中
男
有
り
、
姓
名
未
だ
詳
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な
ら
ず
。
天
年
邪
見
に
し
て
、
因
果
を
信
け
不
、
常
に
蔦
の
卵
を
求
め
て
、

煮
て
食
か
を
業
と
す
。
天
平
勝
宝
六
年
甲
年
の
春
三
月
、
知
ら
不
兵
士
来

り
、
中
男
に
告
げ
て
言
は
く

「国
の
司
召
す
」
と
い
摩
。
兵
士
の
腰
を
見

れ
ば
、
四
尺
の
札
を
負
か
。
即
ち
副
ひ
て
共
に
往
き
、
纏
郡
内
の
山
直
の

里
に
至
り
て
、
麦
畠
に
押
し
入
る
。

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
中
男
を
つ
れ
出
し
た
と
い
う
兵
士
が

腰
に
つ
け
て
い
た

「
四
尺
の
札
」
と
は
、
長
さ
四
尺
、
約

一
二
〇
甑
の
木
簡
で
、

徴
発
す
べ
き
兵
士
の
歴
名
が
書
か
れ
て
い
た
国
司
の
召
換
状
で
あ
ろ
う
と
す
る

東
野
氏
の
推
定
は
、
お
そ
ら
く
正
鵠
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
勇
。

こ
こ
に
い
う
四
尺
の
札
と
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
頭
注
の
い
う
よ
う
に

「
四
尺
ほ
ど
の
札
」

の
こ
と
で
、

普
通
名
詞
化
し
た
表
現
と
は
言
い
切
れ
な
い

が
、

「
天
年
邪
見
に
し
て
、
因
果
を
信
け
不
」
と
い
わ
れ
た
中
男
を
連
れ
だ
す

上
で
、
こ
の
札
が
相
手
を
信
用
さ
せ
る
証
拠
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
当

時
こ
う
し
た
歴
名
筒
が
兵
士
の
徴
発
そ
の
他
に
広
く
使
わ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た

こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
ミ
ャ
ケ
の
田
部
の
籍
も
ま

た
、
こ
れ
ら
や
弘
仁
元
年
簡
と
同
様
、
長
大
な
木
簡
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

歴
名
簡
に
し
ば
し
ば
長
大
な
木
簡
が
使
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
す
で

に
東
野
氏
が

「
美
術
に
現
わ
れ
た
木
簡
」
の
中
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、

『年
中

行
事
絵
巻
』
に
み
え
る
射
手
の
歴
名
筒
や
、

『
承
久
本
北
野
天
神
縁
起
』
な
ど

に
み
え
る
地
獄
の
冥
官
の
も
つ

「
大
札
」
Ｇ
古
事
談
』
巻
四
）
の
例
な
ど
か
ら
明

ら
か
で
あ
り
、
ま
た
冥
府
の
木
簡
に
は
取
調
べ
の
記
録
用
と
し
て
も
紙
と
併
用

し
て
使
わ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
。

昭
和
四
四
年
に
、
平
城
京
東
三
坊
大
路
東
側
溝
か
ら
出
土
し
た
三
点
の
告
知

札
と
呼
ば
れ
て
い
る
立
札

（長
さ
は
そ
れ
ぞ
れ
、　
一
〇
〇
・
〇
釦
、
八
七
・
六
師
、

一
一
三
、
四
Ｕ

も
、
ま
た
長
大
な
木
簡
の
一
類
型
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
長
方
形
の
材
の
下
端
部
を
尖
ら
せ
、
下
方
に
文
字
の
な
い
広
い
空
白
部
分

を
残
し
て
お
り
、
使
用
に
あ
た
っ
て
土
中
に
深
く
突
き
刺
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
枚
が
、
天
長
五
年

（
八
二
八
）
の
年
紀
を
有

す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
平
安
初
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
立
札
の
文
献
的
事
例
に
つ
い
て
は
山
田
英
雄
氏
の
論
考
に
詳
し
い
。

こ
れ
ら
の
長
大
な
木
筒
の
実
例
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
実
物

・
文
献
を
通

じ
て
平
安
時
代
以
降
に
顕
著
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
伊
場
木
簡
中
に
三
く

の
実
例
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
屋
椋
帳
と
呼
ば
れ
て
い
る
三

一
号
木
簡
は

「駅
評

人
」
の
記
事
が
み
え
る
こ
と
か
ら
七
世
紀
代
に
遡
る
こ
と
の
確
実
な
木
簡
で
、

長
大
木
簡
の
実
例
と
し
て
は
最
古
の
事
例
に
属
す
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
長
大
木
簡
の
使
用
は
確
実
に
七
世
紀
代
に
遡
り
、
そ

の
こ
と
が
ひ
い
て
は
六
、
七
世
紀
に
ミ
ヤ
ケ
の
経
営
を
は
じ
め
と
し
て
広
く
政

治
的

・
経
済
的
な
支
配
の
手
段
と
し
て
こ
れ
ら
の
木
簡
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と

を
推
測
さ
せ
る
と
同
時
に
、
ま
た
奈
良

。
平
安
時
代
を
通
じ
て
多
様
な
形
態
を

と
り
つ
つ
根
づ
よ
く
使
わ
れ
つ
づ
け
て
き
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

う
し
た
実
態
の
解
明
に
は
、
新
資
料
の
出
土
を
含
め
て
今
後
に
期
待
す
る
と
こ

ろ
が
多
い
が
、
最
後
に
、
小
考
の
主
題
に
た
ち
か
え
り
、
弘
仁
元
年
筒
の
意
義



に
つ
い
て

一
言
し
、
小
考
の
結
び
と
し
た
い
。

か
つ
て
西
岡
虎
之
助
は
、

荘
園
制
の
発
達
を
論
じ
て

″
ミ
ヤ
ケ
よ
り
荘
園

へ
″
と
シ
ェ
ー
マ
化
し
た
が
、
こ
の
弘
仁
元
年
簡
に
も
ま
た
こ
の
テ
ー
ゼ
が
貫

徹
し
て
い
る
点
が
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

弘
仁
元
年
筒
が
使
わ
れ
た
荘
園
の
性
格
は
不
粥
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
平
安
貴

族
の
所
有
に
か
か
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
じ
と
す
れ
ば
、
こ
の
荘

園
に
は
、
ミ
ヤ
ケ
の
経
営
方
法
が
確
実
に
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
て
と
る

こ
と
が
で
き
る
。

荘
園
経
営
の
実
態
を
語
る
史
料
は
、
土
地
所
有
や
年
貢
収
納
に
か
か
わ
る
膨

大
な
文
書
群
の
中
に
あ

っ
て
九
牛
の
一
毛
に
等
し
い
。
こ
の
事
実
が
弘
仁
元
年

簡
の
存
在
を
ひ
と
き
わ
際
立
た
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
時
代
は
下

っ
て
壬

生
家
文
書
の
中
に

「
馬
場
田
鳥
事
日
記
」
と
呼
ば
れ
る
室
町
時
代
の
興
味
深
い

文
書
が
あ
る
。

こ
の
日
記
は
、
文
明
十
二
（
一
四
八
〇
）
年
三
月
二
四
日
の
種
代
の
下
行
に
は

じ
ま
り
ヽ
烙
ガ
ツ使
為
在
の
酒
肴
、
推
ガ
屹
栞

　ヽ
一
番
草
、
二
番
草
等
の
労
賃
に

い
た
る
支
出
の
明
細
が
刻
明
に
記
さ
れ
、
翌
文
明
十
三
年
六
月
ま
で
の
分
が
残

存
し
て
い
る
。

こ
の
文
書
は
も
ち
ろ
ん
紙
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
加
え
、

弘
仁
元
年
簡
が
十
月
二
十
日
の
収
納
稲
の
記
事
に
始
ま
り
、
翌
弘
仁
二
年
二
月

で
終

っ
て
い
る
の
と
不
思
議
な
対
照
性
を
も
っ
て
お
り
、
六
七
〇
年
と
い
う
時

の
へ
だ
た
り
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
二
つ
の
文
書
が
私
に
は
無
縁
の
も
の
と

は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
二
つ
の
文
書
が
、
農
事
や
収
納
稲
の

支
出
に
か
か
わ

っ
て
日
記
を
立
て
る
と
い
う
習
慣
が
、
ミ
ャ
ケ
の
経
営
以
来
、

荘
園
の
発
生
か
ら
そ
の
没
落
期
に
い
た
る
ま
で
、
脈
々
と
続
い
て
い
た
と
い
う

こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
。

日
記
は
わ
が
国
に
特
徴
的
な
文
化
の
一
つ
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
政
治
や

文
学
の
世
界
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
荘
園
経
営
と
い
う
経
済
の
世
界
に
お
い

て
も
ま
た
存
在
し
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た
習
慣
の
文
献
的
徴
証
は
古
代

・

中
世
に
お
い
て
顕
著
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
広
く
定
着
し
、
維
持
さ
れ
て
き

た
も
の
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

『
政
基
公
旅
引
付
』
も
ま
た
、
そ
う
し
た
伝
統

の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
問
題
の
詳
論
は
そ
の
方
面
の
検
討
に
ゆ
だ
ね
る
と
し
て
、
木
筒
学

固
有
の
課
題
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
荘
園
の
経
営
日
記
が
木
簡
か
ら
紙
に
か

わ
る
の
は
い
つ
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
論
ず
べ
き
史
料
も

紙
幅
も
尽
き
具
て
た
い
ま
、
も
は
や
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

注①
　
飛
鳥
藤
原
官
跡
発
掘
調
査
部

「藤
原
宮
跡
の
調
査
」

『奈
良
国
立
文
化
財
冴
究
所

年
報
　
一
九
八
三
』
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、　
一
九
八
三
年
。

加
藤
優

「
一
九
八
二
年
出
上
の
木
簡
　
奈
良

・
藤
原
官
跡
」

『木
簡
研
究
』
第
五

号
、
木
簡
学
会
、　
一
九
八
三
年
。

②
　
一削
掲
注
ω
報
文
。

村
井
康
彦

「
宮
所
荘
の
構
造
―
―
宮
都
と
国
衛
の
間
―
―
」

『国
立
歴
史
民
俗
博

物
館
研
究
報
告
』
第
八
集
、
日
立
歴
史
民
俗
博
物
館
、
昭
和
六
〇
年
。
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倉札・札家考

な
お
、
村
井
氏
は
、
弘
仁
元
年
簡
の
記
事
に

「
官
所
庄
持
運
車
引
建
麻
呂
」
云
々

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
荘
の
名
を
宮
所
庄
と
す
る
が
、
別
の
個
所
で
は

「
庄
垣
作

料
」
と
か
、
「
自
庄
造
二
町
六
段
百
廿
歩
」
、
あ
る
い
は

「
庄
内
神
祀
料
」
な
ど
と
み

え
、
荘
名
を
省
略
し
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
宮
所
庄
を
荘
名
と
す
る
こ
と
に

は
疑
義
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
藤
原
宮
大
極
殿
址
東
南
に

「
宮
所
」
の
小
字
名
が
あ
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
官
所
庄
は
そ
の
辺
り
に
あ
っ
た
他
荘
の
名
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

③
　
丸
山
竜
平

「
一
九
七
九
年
出
上
の
木
簡
　
滋
賀

・
鴨
遺
跡
」

『
木
簡
研
究
』
第
二

号
、　
一
九
八
〇
年
。

①
　
狩
野
久
編

『
日
本
の
美
術

・
木
簡
』
「
木
簡
の
形
」
（
至
文
堂
、　
一
九
七
九
年
）

０
一　
例
え
ば
、
東
野
治
之

「
成
選
短
冊
と
平
城
宮
出
上
の
考
選
木
簡
」
（
同

『
正
倉
院

文
書
と
木
簡
の
研
究
』
塙
書
房
、
昭
和
五
二
年
、

所
収
）、
和
田
率

「
呪
符
木
簡
の

系
譜
」
『
木
簡
研
究
』
第
四
号
、　
一
九
八
二
年
。

⑥
　
東
野
治
之

「
奈
良
平
安
時
代
の
文
献
に
現
わ
れ
た
木
簡
」
（
同

『
正
倉
院
文
書
と

木
簡
の
研
究
』
〈
前
掲
〉
所
収
）

角
林
文
雄

「
木
簡
を
意
味
す
る
文
字
に
つ
い
て
」
『続
日
本
紀
研
究
』

一
九
四
号
、

昭
和
二
二
年
。

東
野
治
之

「
『柁
』
と
『札
』―
―
角
林
文
雄
氏
の
所
説
を
読
ん
で
―
―
」
（
同

『
日

本
古
代
木
簡
の
研
究
』
塙
書
房
、
昭
和
五
八
年
、
所
収
）。

⑦
　
黒
田
慶

一
「
長
原

（城
山
）
遺
跡
出
土
の

『
冨
官
家
』
墨
書
土
器
―
―
長
原
古
水

田
址
を
め
ぐ
つ
て
―
―
」
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

一
一
一
号
、
大
阪
歴
史
学
会
、　
一
九
八

六
年
。

③
　
東
野
治
之

「
奈
良
平
安
時
代
の
文
献
に
現
わ
れ
た
木
簡
」
（前
掲
）。
以
下
、
と
く

に
断
ら
な
い
限
り
、
東
野
氏
の
見
解
は
こ
の
論
文
に
よ
る
。

０
　
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告

Ⅱ
　
官
衡
地
域
の
調
査
』

奈
良
目
立
文
化
財
研
究
所
、

一
九
六
二
年
、
八
六
頁
。

⑩
　
『
平
城
宮
木
簡

一
（解
説
産

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、
昭
和
四
四
年
、
二
一
頁
。

０
　
一副
掲
注
⑨
。
な
お
、
こ
の
木
簡
の
文
書
名
は

「
法
華
経
疏
奉
請
文
」
と
す
べ
き
で

あ
る
が
、
し
ば
ら
く

『
大
日
本
古
文
書
』
の
文
書
名
に
従
う
。

⑫
　
東
野
治
之

「
正
倉
院
伝
世
木
簡
の
筆
者
」
（
同

『
正
倉
院
文
書
と
木
簡
の
研
究
』

〈
前
掲
〉
所
収
）。

⑬
　
拙
稿

「
小
杉
編
郡
旧
蔵

『
写
経
所
請
経
文
』
に
つ
い
て
」

『
南
都
仏
教
』
四
三

・

四
四
合
併
号
、
南
都
仏
教
研
究
会
、
昭
和
二
五
年
。

な
お
、
次
に
掲
げ
る
釈
文
は
、
そ
の
後
の
観
察
に
よ
る
補
正
を
加
え
た
。
と
く
に
、

松
本
宮
よ
り
の
借
経
の
日
付
は
、
従
来
八
日
を
七
日
に
訂
正
し
た
と
解
さ
れ
て
き
た

が
、
今
回
再
三
に
わ
た
る
観
察
の
結
果
、
最
初
七
日
と
書
か
れ
て
い
た
も
の
を
八
日

と
訂
正
し
た
も
の
と
す
べ
き
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
訂
正
が
、

当
初
四
月
八
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
大
仏
開
眼
供
養
会
の
一
日
延
長
と
矛
盾
な
く
理

解
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た

（拙
稿
二
〇
頁
参
照
）。

①
　
単刷
掲
注
④
拙
稿
。

⑮
　
こ
の
こ
と
は
、

「
写
経
所
請
経
文
」
の
使
の
筆
頭
に
他
田
水
主
の
名
が
み
え
る
こ

と
、
お
よ
び
、
注
④
の
拙
稿
に
掲
げ
た
写
真
と
、
東
野

『
正
倉
暁
文
書
と
木
簡
の
研

究
』
（前
掲
）
口
絵

一
頁
所
載
の
他
田
水
主
の
筆
跡
と
の
照
合
の
結
果
な
ど
か
ら
判

明
す
る
。

⑭
　
東
野
治
之

「
奈
良
平
安
時
代
の
文
献
に
現
わ
れ
た
木
簡
」
（前
掲
）

一
三
頁
。

０
　
『
塩
田
遺
跡
２

第
３

・
４
次
範
囲
確
認
調
査
概
報
』
塩
田
遺
跡
発
掘
調
査
団

・
高

砂
市
教
育
委
員
会
、　
一
九
七
九
年
。

⑬
　
注
⑪
の
調
査
概
報
で
は
、
「
札
家
」
を

「
北
家
」
と
判
読
し
て
い
る
が
、
黒
田
論

文

（
前
掲
）
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
機
上
、
調
査
概
報
で

「
今
」
と
判
読
し
た
も

の
に
は
疑
間
が
残
る
。
小
考
で
は

「
□

」
と
し
た

（
図
２
１
４
参
照
）。

⑩
　
単削
掲
注
⑦
論
文
。

①
　
欽
明
紀
十
七
年
七
月
己
卯
条
の
備
前
児
島
郡
の
屯
倉
の
田
令
の
注
に

「
田
令
、
此

　

４７

一不
一陀
豆
歌
吐
こ

と
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
古
訓
に
は
ま
た
タ
ツ
カ



サ
と
も
あ
っ
て

（欽
明
紀
三
十
年
四
月
条
の
日
令
も
同
じ
）、　
あ
る
時
期
以
降
、　
タ

ツ
カ
ヒ
・
タ
ツ
カ
サ
の
区
分
が
曖
昧
に
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
は
そ
れ
を
平
安
中
期
以
降
の
こ
と
と
み
て
、
元
来
は
タ
ツ
カ
と
と
タ
ツ
カ
サ
に
は

区
別
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
立
場
に
立
つ
。

②
　
神
奈
川
地
域
史
研
究
会
編

『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
　
宮
久
保
木
簡
と
古
代
の
相
模
』
有

隣
堂
、
昭
和
五
九
年
。

宮
久
保
木
簡
の
釈
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

・
鎌
倉
郷
鎌
倉
里
（酢
ロマ
附
寸
稲
天
平
五
年
九
月

・
田
令
軽

マ
床
呂
郡
稲
長
軽

マ
真
国
　
　
　
　
　
　
　
　
］
８
×
駕
×
Ｎ
イ
ｏ　
ｏ
留

⑫
　
秋
本
吉
郎
校
注

『
日
本
古
典
文
学
大
系
２
　
風
上
記
』
岩
波
書
店
、
昭
和
三
二
年
、

二
六
四
ぞ
五
頁
。

④
　
池
辺
爾
著

『
和
名
類
粟
抄
郡
郷
里
駅
名
考
証
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
六
年
、
五

八
九
頁
。

②
　
日
本
古
典
文
学
大
系
本
の
頭
注
は
、
斗
形
山
は
升
田
に
あ
る
升
田
山
で
、
旧
名
を

益
気
山

・
岩
橋
山
と
い
う
と
し
、
ま
た
、
石
の
橋
に
つ
い
て
は
升
田
山
の
東
南
麓
に

あ
る
石
の
階
と
す
る

（
二
六
六
ｉ
七
頁
）。

い
　
岸
俊
男

「
木
簡
」
Ｓ
新
版
考
古
学
講
座
』
第
七
巻
、
雄
山
閣
、
昭
和
四
五
年
）。

中
国
で
は
晋
令
に

「
郡
国
諸
戸
日
黄
籍
々
、
皆
用
二

尺
二
寸
札
こ

と
あ
り
、
紙

木
併
用
時
代
に
入
っ
た
魏
晋
代
で
も

な
お
戸
籍
に
木
簡
が
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う

（東
野
治
之

「
奈
良
平
安
時
代
の
文
献
に
現
わ
れ
た
木
簡
」
〈
前
掲
〉
三
八
貢
）。
な

お
、
東
野
治
之
氏
は
、
岸
氏
の
指
摘
を
う
け
て
庚
午
年
籍
以
前
に
、
わ
が
国
で
も
戸

籍
に
木
簡
が
使
わ
れ
た
可
能
性
を
認
め
、
職
員
令
集
解
治
部
省
条
古
記
に
、
譜
第
を

注
し
て

「
譜
第
者
天
下
人
民
本
姓
之
札
也
」
と
あ
る
の
に
注
目
し
、
系
譜

・
族
譜
の

類
も
木
札
に
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
つ
た
か
も
し
れ
な
い
と
す
る

（
同
上
、
四
〇
、
五

一
頁
）
。
ま
た
、
角
林
文
雄
氏
も
木
簡
使
用
の
開
始
を
官
僚
制
発
展
の
一
部
と
み
て
、

い
わ
ゆ
る
大
化
前
代
に
戸
籍
や
中
央
政
府
の
倉
の
管
理
な
ど
に
木
簡
が
用
い
ら
れ
た

可
能
性
が
あ
る
と
す
る

（
同

「
木
簡
を
意
味
す
る
文
字
に
つ
い
て
」
〈
前
掲
し
。

い
　
」遅
藤
嘉
基

・
春
日
和
男
校
注

『
日
本
古
典
文
学
大
系
７０
　
日
本
霊
異
記
』
岩
波
書

店
、
昭
和
四
二
年
、
「
常
に
席
の
卵
を
煮
て
食
ひ
て
、
現
に
悪
死
の
報
を
得
る
縁
」。

な
お
引
用
に
あ
た
っ
て
、　
一
部
表
記
を
改
め
た
。

の
　
東
野
治
之

「
奈
良
平
安
時
代
の
文
献
に
現
わ
れ
た
木
簡
」
（前
掲
）
七
ぞ
八
頁
。

⑭
　
東
野
治
之

『
正
倉
院
文
書
と
木
簡
の
研
究
』
（
前
掲
）

一
〇

一
頁
以
下
。

の
　
横
田
拓
実

「
一
九
六
九
年
度
発
見
の
平
城
宮
木
簡
」

『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

年
報
　
一
九
七
〇
』
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
、　
一
九
七
〇
年
。

①
　
山
田
英
雄

「
平
安
時
代
の
日
記
に
み
え
る
木
簡
」
『
木
簡
研
究
』
第
六
号
、　
一
九

八
四
年
。

①
　
伊
場
木
簡
中
、
十
四
号

（
蕪
３
×
毬
×
岳
）
、
二
一
号

（
含
８
∪
×
Ｇ
じ
×
８
）
、

一
〇
五
号

（令
鰐
）
×
Ｃ
じ
ｘ
じ

の
三
点
が

こ
れ
に
含
ま
れ
よ
う
。

『伊
場
木
簡
』

（伊
場
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
第

一
冊
）
浜
松
市
教
育
委
員
会
、
昭
和
五

一
年
。
『
伊

場
遺
跡
遺
物
編
　
２
』

（伊
場
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
　
第
四
冊
）
浜
松
市
教
育
委

員
会
、
昭
和
五
五
年
。

な
お
、
長
大
木
簡
と
い
う
場
合
、
そ
の
基
準
や
規
模
が
問
題
と
な
る
が
、
私
見
で

は

一
メ
ー
ト
ル
前
後
の
も
の
を
中
心
に
、
七
①
ｌ
八
〇
セ
ン
チ

・
メ
ー
ト
ル
以
上
を

ひ
と
ま
ず
こ
の
範
疇
に
含
め
て
は
ど
う
か
、
と
考
え
て
い
る
。

⑫
　
西
岡
虎
之
助

「
ミ
ヤ
ケ
よ
り
荘
園

へ
の
発
展
」

『
荘
園
史
の
研
究
』
上
巻
、
岩
波

書
店
、
昭
和
二
八
年
。

⑪
　
宮
内
庁
書
陵
部

『
壬
生
家
文
書
』

一
「
官
務
所
領
関
係
雑
文
書
　
一
一
」

（
図
書

寮
叢
刊
）
、
昭
和
五
四
年
。

補
記
　
成
稿
後
、
二
つ
の
啓
発
を
得
た
。　
一
つ
は
、
工
藤
敬

一
氏
の
御
案
内
で
、
熊
本

大
学
所
蔵
の
阿
蘇
文
書
を
拝
見
中
、
阿
蘇
家
文
書

・
建
武
二
年

（
一
三
三
五
）
正
月

「
肥
後
郡
浦
荘
得
用
名
百
姓
注
文
」
二
通

（『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
十
三

・
阿
蘇

文
書
之

一
、
八
五

・
八
六
）
の
中
に
、

「
百
姓
日
記
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
あ
る
こ

と
を
知

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
通
の
文
書
は

「
酔
ご
　
得
用
名
百
姓
日
記
事
」



倉札・札家考

で
始
ま
り
、
そ
の
う
ち

一
通
の
端
裏
書
に
は

「
得
用
跡
百
姓
等
日
記
」
と
み
え
、
ま

た
文
中
の
百
姓
歴
名
に

「
三
斗
ま
き
」
、　
コ
一斗
ま
き
」
等
の
注
記
が
あ
る
こ
と
、

お
よ
び
正
月
九
日
と
し
て
名
寄
せ
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
文
書
が
得
用
名
の

「
百
姓
日
記
」
な
る
も
の
を
も
と
に
作
成
さ
れ
、
惟
光
な
る
差
出
人
か
ら
注
進
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

「
百
姓
日
記
」
の
実
態
は
も
と
よ
り
不
詳
で
あ

る
が
、
お
そ
ら
く

「
馬
場
田
農
事
日
記
」
に
通
ず
る
営
農
日
記
と
み
る
べ
き
も
の
で

あ
り
、
南
北
朝
期
の
肥
後
国
の
荘
園
経
営
に
日
記
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
明
示
す

る
も
の
と
い
え
よ
う
。

も
う

一
つ
は
、
石
上
英

一
氏
か
ら
、
大
和
国
西
大
寺
文
書
中
の
、
建
録
四
年

（
一

二

一
六
）
十
月
十
日

「
源
栄
田
地
去
文
案
」
の
文
和
四
年

（
一
三
五
五
）
十

一
月
日

縄

障
群

鍵

絲

義

芽

鋪

新

製

�

鱒
鰈

浮

勢

と
の
示
教
を
得
た
こ
と
で
あ
る

（
『鎌
倉
遺
文
』
四
十
二
二
七

一
）。
勿
々
の
間
、
こ

の
文
書
の
現
状
は
確
認
で
き
て
い
な
い
が
、
文
面
か
ら
み
る
限
り
、
紙
に
書
か
れ
た

正
文
の
紛
失
を
恐
れ
て
、
よ
り
安
全
で
確
実
な

「
札
」
に
書
き
写
し
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
判
朔
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
元
興
寺
極
楽
坊
の
柱
に
刻
ま
れ
た
田
地
寄
進
状

を
想
起
さ
せ
る
が

（
日
中
稔

「
金
石
文
と
し
て
の
寄
進
状
の
一
資
料
」

『
文
化
史
論

叢
』
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
学
報
第
二
冊
、

昭
和
三
〇
年
）
、　
万
事
に
不
安
で
無

常
な
中
世
に
お
い
て
、
板
写
の
公
験
と
し
て
の
木
簡
が
、
新
た
な
意
義
と
機
能
と
を

帯
び
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
木
札
の
新
た
な
機
能
は
、
こ

の
の
ち
棟
札
な
ど
に
も
ま
た
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
静
岡
県
下

田
市
内
の
社
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
南
北
朝
期
か
ら
現
在
に
い
た
る
千
百
余
枚
の
棟

札
は
、

そ
の
顕
著
な
例
証
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う

（
『
下
田
市
社
寺
棟
札
調
査
報
告

書
Ｉ
』
下
田
市
教
育
委
員
会
、
昭
和
六
十

一
年
）。

追
記
　
小
考
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
資
料
の
収
集
に
つ
い
て
、
山
中
敏
史
氏
の
労
を

わ
ず
ら
わ
し
、
ま
た
、
塩
田
遺
跡
出
上
の
土
器
墨
書
の
写
真
の
掲
載
に
あ
た
っ
て
は
、

兵
庫
県
高
砂
市
放
育
委
員
会
の
御
高
配
を
得
た
。
こ
こ
に
銘
記
し
て
、
深
く
感
謝
の

意
を
表
し
ま
す
。




